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出典：観光庁ＨＰ(http://www.mlit.go.jp/common/000149956.pdf)

国が目指すスポーツ観光のすがた
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京都府が目指すスポーツ観光のすがた

○京都の豊かな自然や競技関連施設等を活かし、継続的、日常的に、
「する」スポーツを楽しむため多くの人々が京都府を訪れ、交流人口の
拡大、定住の促進につなげるとともに、地域経済への波及効果を生み出す
仕組みが （産業化、雇用の創出）、地域住民自身により持続可能なものと
して構築されていること。

○新たなスポーツ観光のコンテンツの発掘・開発や競技大会の招致・開催には地域の理解と協力が

不可欠である。スポーツ観光を支えるための観光関連事業者とスポーツ関係団体との協力関係が
構築され、地域の協力体制が整備されていること。

○観光客（外国人を含む）やスポーツ大会や合宿等のため京都府への来訪者
に対し、府内で行われているスポーツ観光情報を提供するとともに、
多様で満足度の高い観光商品を提案し、滞在・交流型の観光が定着してい
ること。

○スポーツ大会等が府内各地で開催され、他の関連する大会や開催自治体等（他国を含む）、参加

者等との交流が活発となり、提携・連携が強まり、交流人口が拡大すること。

○ユース大会等の参加者が大人になって再びその地を訪れたくなるようなホスピタリティの高い地

域であること。
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○ 近隣にある公共施設の場合

① 事前に公共施設まで出向き、登録を申請
免許証等で本人（代表者）確認後登録

② 予約抽選会に参加（予約システムで参加可能な場合も）
③ 抽選結果通知が居所に届く
④ 利用料を金融機関に払い込み

○ 遠隔地にある公共施設の場合

① 施設に電話し、優先利用、抽選実施後の空き状況を照会・仮予約
② 免許証の写し等を公共施設に郵送し、本人確認
③ 利用料通知書が居所に届く（当日持参の場合も）
③ 利用料を金融機関に払い込み

○ 事前登録の目的
・ 対面での申請者本人の確認及び利用条件適合の確認
・ 料金未納照合 等

公共施設利用の現状
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マイキープラットフォームによるノンストップ化の実現

① マイキープラットフォームで登録を申請
【公共施設に出向いての申請が不要に】

② 全国どこの公共施設にも予約システムから予約抽選に参加
【抽選会への参加が不要に】

③ 電子メールで抽選結果を通知
【郵送に比べ抽選結果を迅速に確認可能に】

④ 利用料をプラットフォームから払込み（ポイント利用も可能に）
【金融機関での振込手続きが不要に】

○ 期待される効果
・ 住民利便の大幅な向上
・ 施設利用率、収支率の向上、事務作業量の軽減
・ 観光客の増加
・ 地方創生の進展（移住促進）

公共施設利用の今後
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公共施設案内予約システム

空き情報を検索し、
空いている時間帯
をクリックして、
予約手続へ
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京都府・市町村共通
IDの発行で便利に



１ 地元住民優先の取扱い
・ マイキーに加えて現住所地の市町村コードが必要

２ 従前からの利用者への説明
・ 新規に予約システムを導入する場合、事前に十分な説明が必要

３ 現場への説明
・ 事務処理が大幅に変わるため丁寧な現場説明が必要

現場は対面での本人確認を重視
・ 指定管理者の場合は様々な調整が必要

４ 自治体間の事務統一
・ 利用規約、各種様式の統一
・ 振込、口座振替、窓口払いのうち、口座振替は代替案検討が必要

解決すべき課題
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